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朝
鮮
日
報
日
本
支
社
支
社
長
を
経
て
、

２
０
０
４
年
の
参
院
選
で
初
当
選
。
元
内

閣
府
副
大
臣
、
参
院
拉
致
問
題
特
別
委
員

長
。
現
在
は
、憲
法
審
査
会
筆
頭
幹
事
（
会

長
代
理
）、
内
閣
委
員
会
筆
頭
理
事
を
務
め

て
い
ま
す
。
誰
も
が
平
和
で
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
格
差
の
な
い
社
会
を
目
指
し
ま
す
。

　

調
布
市
議
を
経
て
２
０
１
２
年
繰
り
上

げ
当
選
。
現
在
は
法
務
委
員
会
筆
頭
理
事

で
す
。
保
護
司
と
し
て
犯
罪
や
非
行
を
し

た
人
の
更
生
保
護
に
も
関
心
を
持
っ
て
い

ま
す
。モ
ッ
ト
ー
は
、「
ニ
ュ
ー
ス
の
力
で
真
っ

す
ぐ
な
政
治
」。
メ
デ
ィ
ア
出
身
者
と
し
て
、

政
府
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
規
制
を
阻
止
し
、

権
力
の
暴
走
か
ら
国
民
を
守
り
ま
す
。

　

成
人
年
齢
を
現
行
の
20
歳
か
ら
18
歳
に

引
き
下
げ
る
も
の
で
、
成
人
年
齢
を
20
歳

と
定
め
た
１
８
７
８
年
以
来
の
変
更
と
な

る
。
同
時
に
、
女
性
が
結
婚
で
き
る
年
齢

を
16
歳
か
ら
18
歳
に
引
き
上
げ
、
男
女
と

も
18
歳
に
統
一
す
る
。
２
０
２
２
年
４
月

１
日
の
施
行
を
目
指
す
。

　

07
年
成
立
の
国
民
投
票
法
で
は
投
票
年

齢
が
18
歳
以
上
と
さ
れ
、
16
年
の
参
院
選

か
ら
は
公
職
選
挙
法
の
改
正
で
選
挙
年
齢

が
20
歳
か
ら
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

本
件
も
、
少
子
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
・

若
年
者
の
社
会
参
加
を
早
め
よ
う
と
い
う

一
連
の
流
れ
に
沿
っ
た
改
正
で
あ
る
。

　

別
の
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
る
飲
酒
や

喫
煙
、
馬
券
の
購
入
な
ど
が
出
来
る
年
齢

は
20
歳
の
ま
ま
据
え
置
か
れ
る
。
少
年
法

の
適
用
年
齢
を
20
歳
未
満
か
ら
18
歳
未
満

に
引
き
下
げ
る
か
ど
う
か
は
、
法
相
の
諮

問
機
関
で
あ
る
法
制
審
議
会
で
議
論
が
続

い
て
お
り
、
当
面
は
維
持
さ
れ
る
見
込
み
。

若
い
世
代
が
悪
質
商
法
な
ど
の
消
費
者
ト

ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
も
出
て

く
る
こ
と
か
ら
、
契
約
後
の
取
り
消
し
が

よ
り
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
消
費
者
契
約
法

の
改
正
も
審
議
さ
れ
る
予
定
。

　

２
０
１
７
年
２
月
、
稲
田
元
防
衛
大
臣

が
「
探
し
た
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
」
と

国
会
で
答
弁
し
た
イ
ラ
ク
復
興
支
援
活
動

の
日
報
が
、
陸
上
自
衛
隊
内
に
存
在
し
て

い
た
事
実
が
小
野
寺
防
衛
大
臣
に
報
告
さ

れ
る
ま
で
１
年
を
要
し
た
等
、
防
衛
省
・

自
衛
隊
の
文
書
管
理
の
信
じ
難
い
ず
さ
ん

さ
、
隠
ぺ
い
体
質
が
次
々
と
明
る
み
に
出

た
。
自
衛
隊
内
で
日
報
の
探
索
が
徹
底
的

に
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
日
報
発
見
後
も
報

告
を
怠
り
、
組
織
的
な
隠
ぺ
い
も
疑
わ
れ
、

Ｐ
Ｋ
Ｏ
日
報
問
題
を
経
て
も
、
シ
ビ
リ
ア

ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
依
然
危
機
的
に
欠
如

し
て
い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

　

大
臣
か
ら
の
探
索
の
指
示
が
あ
い
ま
い

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
海
空
両
自
衛
隊

で
は
日
報
の
探
索
さ
え
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
実
力
組
織
に
求

め
ら
れ
る
指
揮
命
令
系
統
の
緩
み
、
背
広

組
と
制
服
組
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不

足
等
、
深
刻
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
も
明

ら
か
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
自
衛
隊
の
海

外
活
動
の
日
報
は
、
教
訓
と
な
る
重
要
な

行
政
文
書
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
家
の
歴

史
的
文
書
で
あ
り
、
国
民
の
財
産
で
あ
る
、

と
い
う
意
識
も
防
衛
省
内
で
希
薄
す
ぎ
る

こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

防
衛
省
は
大
臣
政
務
官
を
含
む
防
衛
省

の
内
部
調
査
チ
ー
ム
で
イ
ラ
ク
日
報
問
題

の
解
明
を
行
う
と
言
っ
て
い
る
が
、
徹
底

的
な
調
査
に
は
第
三
者
の
目
も
不
可
欠
で

あ
り
、
ま
ず
は
特
別
防
衛
監
察
を
行
う
よ

う
求
め
て
行
く
。
ま
た
、
陸
自
か
ら
統
合

幕
僚
監
部
に
報
告
が
さ
れ
て
か
ら
、
日
報

隠
ぺ
い
の
事
実
が
１
カ
月
間
政
務
三
役
に

報
告
さ
れ
て
お
ら
ず
、
予
算
成
立
を
優
先

し
、
意
図
的
に
報
告
を
遅
ら
せ
た
の
で
は

と
い
う
疑
い
も
あ
る
。
組
織
内
の
公
文
書

に
対
す
る
意
識
改
革
を
強
く
求
め
て
行
く

と
と
も
に
、
引
き
続
き
問
題
の
究
明
と
文

書
管
理
、
組
織
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
抜
本
的

な
改
善
策
を
検
討
・
提
案
を
行
っ
て
い
く
。

　

選
択
的
夫
婦
別
姓
の
導
入
と
と
も
に
、

子
の
姓
は
出
生
の
際
に
父
母
で
協
議
し
、

父
母
い
ず
れ
か
の
姓
と
す
る
こ
と
を
内
容

と
す
る
議
員
立
法
。
民
主
党
時
代
か
ら
十

数
回
提
出
。
第
１
９
０
通
常
国
会
に
も
提

出
し
て
い
る
「
再
婚
禁
止
期
間
の
短
縮
」

と
「
婚
姻
適
齢
の
男
女
統
一
」
を
含
め
た

法
案
の
、「
選
択
的
夫
婦
別
姓
」
部
分
を
抜

き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。（「
再
婚
禁
止
期

間
の
短
縮
」
は
改
正
済
み
。「
婚
姻
適
齢
の

男
女
統
一
」
は
今
後
「
成
年
年
齢
引
き
下

げ
の
民
法
改
正
」
で
扱
う
予
定
。）

　
「
選
択
的
夫
婦
別
姓
の
導
入
」
は

１
９
９
６
年
法
制
審
答
申
に
う
た
わ
れ
て

　

北
朝
鮮
は
、
作
年
９
月
に
６
回
目
の
核

実
験
を
強
行
し
、
８
月
と
９
月
に
は
日
本

の
上
空
を
通
過
し
て
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
発

射
す
る
な
ど
の
暴
挙
を
繰
り
返
し
、
安
全

保
障
上
の
脅
威
が
増
し
て
い
る
。
北
朝
鮮

の
非
核
化
に
向
け
て
の
具
体
的
な
行
動
を

促
す
た
め
に
、
国
際
社
会
が
一
致
し
て
圧

力
を
か
け
続
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

日
本
政
府
に
よ
る
関
係
各
国
へ
の
働
き
か

け
の
継
続
を
求
め
る
と
と
も
に
、
わ
れ
わ

れ
も
党
間
外
交
を
通
し
て
協
力
を
呼
び
か

け
て
い
く
。

　

北
朝
鮮
は
平
昌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
契
機

に
対
話
に
前
向
き
な
姿
勢
を
見
せ
始
め
、

南
北
間
で
首
脳
会
談
に
向
け
て
の
対
話
が

以
来
、
２
０
１
５
年
の
最
高
裁
判
決
で
も

「
国
会
に
議
論
を
委
ね
る
」
と
の
判
断
が
出

た
が
、
一
向
に
進
ん
で
い
な
い
。
現
在
、

選
択
的
夫
婦
別
姓
を
求
め
る
新
た
な
訴
訟

が
提
起
さ
れ
、
今
後
も
各
地
で
提
起
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。
17
年
12
月
に
内
閣
府

が
実
施
し
た
調
査
で
は
、
選
択
的
夫
婦
別

姓
の
導
入
に
つ
い
て
、「
法
改
正
し
て
も
構

わ
な
い
」
と
す
る
容
認
派
が
42・５
％
、「
改

正
の
必
要
は
な
い
」
と
の
反
対
派
は
29
・

３
％
と
な
っ
た
（
５
年
前
は
、
容
認
派

35
・
５
％
・
反
対
派
36
・
４
％
）。
選
択
的

夫
婦
別
姓
に
対
す
る
世
論
の
理
解
・
ニ
ー

ズ
は
確
実
に
進
ん
で
い
る
。
党
内
の
法
案

審
査
は
終
了
し
、
野
党
各
党
と
の
共
同
提

出
を
目
指
し
他
党
と
交
渉
中
で
あ
る
。

開
始
し
、
中
朝
首
脳
会
談
が
行
わ
れ
た
。

中
国
や
韓
国
は
北
朝
鮮
に
非
核
化
の
用
意

が
あ
る
と
伝
え
て
い
る
が
、
日
本
は
こ
れ

ら
各
国
政
府
と
緊
密
に
情
報
交
換
し
、
北

朝
鮮
の
真
意
を
慎
重
に
見
極
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
米
国
も
首
脳
会
談
に
向
け
て

準
備
中
で
あ
る
が
、
北
朝
鮮
の
核
・
ミ
サ

イ
ル
開
発
の
凍
結
で
妥
協
す
る
こ
と
な
く
、

完
全
で
検
証
可
能
な
、
か
つ
不
可
逆
的
な

非
核
化
の
実
現
こ
そ
が
共
通
の
ゴ
ー
ル
で

あ
る
こ
と
を
訴
え
続
け
て
行
く
。

　

ま
た
、
拉
致
問
題
も
国
際
社
会
の
理
解

を
得
て
同
時
に
解
決
し
て
い
く
努
力
を
政

府
に
求
め
て
い
く
が
、
安
倍
総
理
が
功
を

焦
っ
て
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
合
意
の
よ
う

に
、
北
朝
鮮
の
具
体
的
な
行
動
の
前
に
重

要
な
外
交
カ
ー
ド
を
切
る
こ
と
な
ど
な
い

よ
う
注
視
し
て
い
く
。

第
二
部
会
は
、
衆
院
外
務
、
同
安
全
保
障
、
参
院
外
交
防
衛
、
同
Ｏ
Ｄ
Ａ
特
委
、

衆
参
両
院
の
法
務
、
情
報
審
、
憲
法
審
の
各
委
員
会
・
審
査
会
を
所
管
し
て

い
る
。

第
二
部
会

部
会
長

副
部
会
長

白 眞勲（はく・しんくん）
参院議員
比例代表・当選３回

真山 勇一（まやま・ゆういち）
参院議員
神奈川選挙区・当選２回

重
要
議
案
の
解
説

「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
成
年
年
齢
引
き
下
げ
）」

「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
選
択
的
夫
婦
別
姓
）」

刻
々
と
変
化
す
る
北
朝
鮮
を

取
り
巻
く
情
勢
へ
の
対
応

日
報
問
題
で
安
倍
政
権
で
の
文
民
統
制

の
危
機
的
な
欠
如
が
浮
き
彫
り
に

■議案一覧（見込みも含む）
［ 議員立法 ］

法案名 提出者
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を
改正する法律案（法テラス震災特例法改正案） 衆院法務委員長

債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律案（サービサー法改正案） 未定

民法の一部を改正する法律案（選択的夫婦別姓） 未定

平和安全法制整備法廃止法案、国際平和支援法廃止法案、領域警備法案、周辺事態法改正案、
PKO 法改正案 未定 

［ 閣法 ］ 
法案名 提出府省

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 法務省

人事訴訟法等の一部を改正する法律案 法務省

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案 法務省

民法の一部を改正する法律案（成年年齢引き下げ） 法務省

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案 法務省

法務局における遺言書の保管等に関する法律案 法務省

在外公館名称位置給与法の一部を改正する法律案 外務省

防衛省設置法等の一部を改正する法律案 防衛省

［ 予算 ］ ［ 条約 ］
法案名 提出府省

視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケッシュ条約 外務省

船舶再資源化香港条約（シップ・リサイクル条約） 外務省

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正 外務省

BEPS( 税源浸食及び利益移転 ) 防止措置実施条約 外務省

日・リトアニア租税条約 外務省

日・エストニア租税条約 外務省

日・露租税条約 外務省

日・デンマーク租税条約 外務省

日・アイスランド租税条約 外務省

日・アルメニア租税条約 外務省

包括的・先進的 TPP 協定（TPP11） 外務省


